
 

化粧品の効能の範囲の改正について 

 

   

 平成１３年３月９日  医薬監麻発第２８８号 

 各都道府県衛生主管部（局）長あて 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知 

  

 

  化粧品の効能の範囲については、平成１２年１２月２８日医薬発第１３３９号医薬安全

局長通知（以下「局長通知」という。）をもって各都道府県知事あて通知されたところで

あるが、その効能としての表示、広告を行うことができる事項は下記のとおりであるので、

貴管下関係業者に対し、その取扱いについて遺憾のないようにご配意願いたい。 

  なお、昭和５５年１０月９日薬監第１２３号監視指導課長通知は、平成１３年４月１日

をもって廃止する。 

 

 

                                      記 

 

 

１  化粧品の効能として表示し、広告することができる事項は、局長通知別表第１に掲 

げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とすること。 

 

２  局長通知別表第１に掲げる効能以外に「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく 

みせる」、「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」、 

「爽快にする」等の使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められ 

るものであること。 

 

 

 

 


